
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024（令和6）年度 

公益社団法人日本精神保健福祉士協会滋賀県支部 

第19回総会議案書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：2024年6月8日（土）13：30～14：30 

 

会場：ピアザ淡海 305 



日本精神保健福祉士協会（以下、「日本協会」）の滋賀県支部（以下、「支部」）は、各都道府県の

協会との協働のもとで活動を行なっており、日本協会の事業への協力と近畿ブロック会議を通じた

情報の共有をはじめとした取り組みを行っています。 

 

１）構成員数 

○支部構成員数 55名（令和６年 4月 1日現在） 

 

２）２０２３（令和５）年度活動報告 

①主な近畿ブロック管内の会議 

○令和 5年度第１回近畿ブロック会議 

日時：令和 5年 10月 15日 

会場：TKP新大阪駅前カンファレンスセンター カンファレンスルーム 5A 

・報告事項 

（１）研修センターからの報告事項に関する件 

（２）Eメール相談事業かかる対応に関する件 

・協議事項 

（１）改正精神保健福祉法施行に向けた取り組みに関する件 

（２）滝山病院事件等を踏まえた精神科病院における患者への虐待防止に関する件 

（３）代議員の役割、組織強化にむけた構成員アンケートの結果速報及びその取り扱いに関する 

   件（組織強化委員会） 

（４）総会の議事進行の在り方等に関する件 

・依頼事項 

（１） 精神医療審査会に関するグループインタビューの実施等に関する件（精神医療・権利擁護 

委員会） 

 ・2023年度第 2回ブロック会議の開催日 

   ［第 2回］2024年 2月 25日（日） 

 

○令和 5年度第 2回近畿ブロック会議 

日時：令和 5年 2月 25日 

会場：新大阪丸ビル別館 3－1号室 

・報告事項 

（１）研修センターからの報告事項に関する件 

（２）一般社団法人日本ソーシャルワークセンターの同行に関する件 

（３）2024年度能登半島地震対策本部の活動に関する件 

・協議事項 

（１）2024年度事業計画及び収支予算に関する件 

（２）改正精神保健福祉法施行にむけた取り組みに関する件 

（３）滝山病院事件等を踏まえた精神科病院における患者への虐待防止に関する件 

（４）精神医療審査会委員の選任手順に関する件 

（５）人材育成に関する件 



・連絡事項 

（１）2024年度事業計画及び収支予算に関する支部、代議員、構成員からの意見受付 

（２）2023年度第 2回通常理事会 

 

②主な全国会議 

○令和５年度都道府県支部長会議： 

日時：令和５年４月 23日（日） 

会場：AP市ヶ谷 Cルーム（6階） 

・講演 

（１）【演題】精神保健福祉士と人権擁護～精神医療審査会福祉委員の立場から～ 

   【講師】篠原由利子（構成員／全国精神医療審査会連絡協議会理事） 

（２）【演題】滝山・七生病院事件を通じて考える人権侵害の実情と我々がとるべき今後の対応 

   【講師】相原啓介（弁護士／高幡門前法律事務所） 

・鼎談：篠原由利子（前掲）、相原啓介（前掲）、田村綾子（本協会会長） 

・グループ討議 

・報告事項 

（１）2023年度事業計画及び収支予算に関する件（「精神保健福祉士及びソーシャルワーカー 

の将来的な国家資格のあり方に関する論点整理並びに精神保健福祉士制度に係る現状認 

識」に関する報告を含む） 

（２）生涯研修制度における新たな更新制度に関する件 

（３）「都道府県支部長及び理事による懇談会」の開催に関する件 

 

３）令和６年度活動方針 

①支部構成員入会促進について 

  滋賀県においては、有資格者登録数や県内での従事者数に比べ、支部構成員数が全国最下位 

（47位）という状況が長年にわたり続いている。県士会会則第３条（目的）「精神保健福祉士 

の価値・知識・技術に則した専門職として資質の向上に努めると共に、会員相互の交流、関係 

団体との連携、その他の社会活動を通じ、精神保健福祉の向上に寄与すること」に資するため、

公益社団法人日本精神保健福祉士協会（以下、日本ＭＨＳＷ協会）への入会にあたり、その費

用の一部を、日本ＭＨＳＷ協会から交付される支部活動協力金を主たる原資として補助するこ

とについて定めることとした。 

②滋賀県精神保健福祉士会との協力について 

    県士会理事会と支部運営委員会との協働関係を強化し、必要に応じた討議をすすめる。 

③近隣支部との連携・協力について 

   支部構成員においても、生涯研修制度を受ける機会の場を確保する。具体的には、近隣府県

において開催される研修に参加できるような環境整備（共催などを含め）を検討する。 

④情報の共有について 

   日本協会からの情報などがメール媒体で送られてくる。これを、支部の構成員に中で共有で

きるようなメール配信体制の構築をさらに進める。 

⑤主な近畿ブロック管内の研修 



○基幹研修Ⅰ：近畿ブロック管内の開催予定は、京都府で開催。 

       大阪府については、基幹研修Ⅰ・Ⅱのいずれかを開催予定。 

○基幹研修Ⅱ：2014年度より、ブロック毎の委託で実施。 

       近畿ブロック管内の開催予定は、調整中。 

○基幹研修Ⅲ・更新研修：近畿ブロック管内では、調整中。 

 

 ⑥第 59 回公益社団法人日本精神保健福祉士協会全国大会及び第 23 回日本精神保健福祉士学

会学術集会の開催について 

   [日  程] 令和６年９月 27日（金）～28日（土）      

   ［会  場］アクリエひめじ【兵庫県姫路市】 

 

   

 

●議案 

第１号議案・・・役員の改選について 

 支部規約に基づき運営委員の改選にあたり、以下の運営委員を推薦する。 

 

○支部運営委員推薦者 

池田 健太郎（滋賀県健康医療福祉部障害福祉課） 

梶 佳意子 （相談支援事業所メンタルサポート タイム） 

      杉山  更紗 （大津市保健所） 

      中井 皓太 （滋賀県立精神医療センター） 

村田 和啓 （東近江市 障害福祉課） 

丹羽 崇  （株式会社 クローバー） 

一圓 義子  （医療法人藤樹会 滋賀里病院） 

石田 修二  （一般社団法人 水口病院） 

藤 聡太   （地域生活支援センター風） 

松井 勇太郎（滋賀県立精神保健福祉センター） 

門田 雅宏 （滋賀県立精神保健福祉センター） 

 

○監事 

岩瀬 敏彦 （社会福祉法人 出合いの家） 

西川 健一 （NPO法人 おおつ障害者の生活と労働協議会） 

 

事務局：龍谷大学瀬田学舎から他の機関に移転を検討し、事務局体制を整備する。 

滋賀県精神保健福祉士会との連携：支部運営委員会は、必要時に滋賀県精神保健福祉 

士会理事会との同日開催とする。 

 


